
Q＆A                              （令和６年３月６日現在） 

 

Q.申請するときに必要なものはありますか？ 

A.特に必要なものはありません。 

 

Q.当日に体育館を利用したいので申請はできますか？ 

A.当日の申請はできません。利用希望日の７日前までに利用許可申請書を生涯学習課窓口に提出

してください。 

 

Q.体育館で借りることができるものは何ですか？ 

A.バスケットボール（３個）、バレーボール（２個）、空気入れ、デジタルタイマー、バレーボールやバド

ミントン等の支柱やネット、卓球台等を貸出できます。 

  借りる際は窓口にお問い合わせください。 

 

Q.体育館で食事はできますか？ 

A.施設内での食事は禁止です。水分補給はしていただいて構いませんが、アルコール飲料やジュー

ス等はご遠慮ください。 

 

Q.試合をすることはできますか？ 

A.試合をすることはできますが、観客席はございませんので、ご了承ください。 

 

Q.ハンドボールまたはフットサルはできますか？ 

A.体育館の壁はハンドボールやフットサルに適した耐久性がないため、お断りしております。 

 

Q.ソフトテニスはできますか？ 

A.ソフトテニスはできます。ラケット等は貸出しておりませんので、ご了承ください。 

 

Q.体育館で教室を開くことはできますか？ 

A.体育館で開くことはできますが、他の利用希望者との調整により、希望の日数や曜日に添えないこ

とがあります。また、使用料は通常と異なりますので、生涯学習課までお問い合わせください。 

 

Q.空調設備はありますか？ 

A.体育館、体育館分館に空調設備はありません。体育館の救護室やキッズルームには設置していま

す。 

 

Q.駐車場はありますか？ 

A.体育館をご利用の方は、蟹江町役場の北側と町体育館の東側に駐車場がありますが、台数に限り

がありますので、なるべく公共交通機関をご利用いただくようお願いいたします。 

体育館分館をご利用の方は、敷地内に駐車場がありますが、台数に限りがありますので、ご了承く

ださい。 

 

Q.喫煙ルームはありますか？ 

A.敷地内は全面禁煙となっております。 


